
１ 

 

産業技術センター自動ドア点検業務特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

１ 業 務 名  産業技術センター自動ドア点検業務 

２ 業務場所  秋田市新屋町字砂奴寄４－１１（本館） 

        秋田市新屋町字砂奴寄４－２１（高度技術研究館） 

３ 履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 業務仕様  本仕様書に記載されていない事項については、建築保全業務共通仕様

書（以下「共通仕様書」という。）による。 

 

Ⅱ 業務範囲 

 

○本館 

１ 業務対象設備仕様 

製 造 者 ナブテスコ（株）製 

製 造 年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 

ドア種別 片開き 引分け 引分け 引分け 引分け 

台  数 １台 １台 １台 １台 １台 

設置場所 研修棟内 管理棟入口 研修棟入口 

 

２ 点検回数 年２回定期的に点検を行うものである。 

不定期の故障についても、速やかに対応すること。 

 

３ 点検周期 ６ヶ月点検 ９月 

１年点検  ３月 

 

 ４ 点検内容 共通仕様書による。 

 

○高度技術研究館 

１ 業務対象設備仕様 

製 造 者 ナブテスコ（株）製 

製 造 年 2020年 2016年 2020年 2020年 2020年 2020年 

ドア種別 引分け 引分け 片引き 片引き 片引き 片引き 

台  数 １台 １台 １台 １台 １台 １台 

設置場所 管理棟入口 管理棟内 クリーンルーム 

 

２ 点検回数 年２回定期的に点検を行うものである。 

不定期の故障についても、速やかに対応すること。 

 

３ 点検周期 ６ヶ月点検 ９月 

１年点検  ３月 

 

 ４ 点検内容 共通仕様書による。 

 



２ 

 

Ⅲ その他 

【消耗品】 

１ 消耗品以外の部品については委託者が負担する。ただし、保守上の不備等受託者の

責任に帰する故障については、受託者の責任においてこれを負担するものとする。 

２ 修理品は、製造者純正品を使用し、製造者仕様以外の改造は行わないこと。 

 

【故障等の措置】 

１ 故障等の緊急事態に備え適切な処置が行えるような体制を確保すること。 

 

【点検技術者】 

１ 本委託にかかる点検作業は、安全確保のため有資格者（自動ドア施工技能士）が行

うこと。 

 

【協議】 

１ この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、委託者と

受託者が協議のうえ定めるものとする。 


